
 

 

 

○松浦市建設工事等入札執行要領第１４条 

（令和８年４月１日改正 ただし書部分追加） 

最低制限価格を設けた場合において最低制限価格未満の価格の入札者は失格とし、再

度入札に参加することができない。ただし、有効な入札を行った入札者の全てが最低制限

価格未満の入札を行った場合において、最低制限基本価格以上の入札者が２者以上いる

ときは、その者を失格とせず、再度入札に参加することができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


